
 

 

 

 

 

 

 

年金記録訂正請求に係る答申について 
北海道地方年金記録訂正審議会 

令和６年２月 28日答申分 

 

 

  ○答申の概要  

     年金記録の訂正を必要としたもの        １件 

  厚生年金保険関係          １件 

     年金記録の訂正を不要としたもの        １件  

厚生年金保険関係          １件 

 

     

 

 

  



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2300122号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2300052号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社における平成 30年 10月１日から令和３年５月１日までの期間の標準報酬月額を訂

正することが必要である。平成 30年 10月から令和元年６月までの標準報酬月額については、11万

8,000 円から 14 万 2,000 円、令和元年７月から令和元年 12 月までの標準報酬月額については、11

万 8,000 円から 41 万円、令和２年１月から令和３年４月までの標準報酬月額については、11 万

8,000円から 47万円とする。 

平成 30年 10月から令和３年４月までの訂正後の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険

給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規

定により、保険給付の計算の基礎となる標準報酬月額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 30年 10月から令和３年４月までの訂正後の標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

  住 所 ：  

 

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 30年 10月１日から令和３年５月１日まで 

Ａ社における厚生年金保険被保険者記録のうち、請求期間の標準報酬月額が、所持している給与

明細書の給与額と相違しているので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

平成 30年 10月１日から令和３年５月１日までの期間について、請求者から提出された給与支払

明細書、Ａ社から提出された賃金台帳、金融機関から提供された請求者に係る普通預金元帳及び事

業主の回答（以下「給与支払明細書等」という。）から判断すると、請求者は、オンライン記録の保

険給付の計算の基礎となる標準報酬月額を上回る報酬月額の支払を受け、当該標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を上回る額の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが確

認できる。 

また、厚生年金特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額又は請求者の報

酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれ

か低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者のＡ社における当該期間の標準報酬月額については、給与支払明細書等によ

り確認できる報酬月額及び厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額から、平成 30年 10月から

令和元年６月までは 14 万 2,000 円、令和元年７月から令和元年 12 月までは 41 万円、令和２年１

月から令和３年４月までは 47万円に訂正することが必要である。 



 

なお、事業主が請求者に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は、請求者の請求どおりの厚生年金保険被保険者の報酬月額に係

る届出を年金事務所に対し提出したか否か不明と回答している一方、厚生年金保険料の納付につい

ては、年金事務所から請求されたオンライン記録どおりの標準報酬月額に基づく保険料を納付した

と回答していることから、事業主は、給与支払明細書等により確認できる報酬月額又は保険料控除

額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、年金事務所は、請求者の平成 30年 10月１日か

ら令和３年５月１日までの期間に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該期間に係る厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

厚生局受付番号 ： 北海道（受）第 2300080号 

厚生局事案番号 ： 北海道（厚）第 2300051号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、Ａ事業所（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日

及び喪失年月日の訂正を認めることはできない。 

 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

  氏 名 ： 女 

  基礎年金番号 ： 

  生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

  住 所 ： 

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 昭和 54年５月 11日から昭和 56年５月 15日まで 

   請求期間頃について、Ａ事業所に勤務し、Ｃ職等に従事していた。しかし、年金記録では、厚生

年金保険の加入記録がないので、請求期間を厚生年金保険の被保険者期間として記録してほしい。 

 

 

第３ 判断の理由 

   Ｂ社から提出された記念誌（平成 11 年現在の職員人名録）によると、請求者のＡ事業所におけ

る採用年月日は昭和 55年６月 30日、退職年月日は昭和 56年３月 24日と記載されていることが確

認でき、請求者が請求期間の一部について同事業所に勤務していたことは認められる。 

   しかしながら、請求者の当該事業所における雇用保険被保険者記録は確認できない上、当該事業

所の現在の事務担当者は、当時の厚生年金保険の適用及び同保険料の控除に関する資料はないが、

請求期間当時の事務担当者であった先輩職員（故人）からは、請求者と同じくＣ職に従事していた

者はアルバイト又は臨時職員であったため、厚生年金保険に加入させていなかったと聞いており、

厚生年金保険料についても控除していなかったものと考えられる旨述べている。 

また、請求者が自身と同じ業務に従事していた同僚として唯一名前を挙げた者は、請求者と同様、

健康保険厚生年金保険事業所別被保険者原票（以下「被保険者原票」という。）及びオンライン記録

によると、当該事業所において厚生年金保険の被保険者であった記録がなく、雇用保険被保険者記

録も確認できない上、同人に照会したところ、当時、請求者及び自身の雇用形態はアルバイトであ

り、自身は厚生年金保険に加入していなかった旨回答している。 

さらに、当該事業所に係る被保険者原票により、昭和 52 年１月から昭和 58 年 12 月までに厚生

年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる 23 人に照会し、13 人から回答が得られ

たところ、このうちアルバイトとしてＣ職に従事していたとする１人は、採用から約１年後の昭和

57年９月に、上司から、アルバイトも厚生年金保険に加入させることになったと説明されて同保険

に加入したため、それより前のアルバイトは厚生年金保険に加入していなかったと思う旨述べてい

る上、当該事業所に係る被保険者原票によると、昭和 57年９月１日に、同人及び同人が同職種の同

僚として名前を挙げた３人を含む６人が一斉に厚生年金保険の被保険者資格を取得していること

が確認できる。 

加えて、上記以外の複数の同僚は、請求者がアルバイト又は臨時職員として勤務していたことを

記憶しているものの、回答が得られた 13 人のいずれの者からも、請求者の請求期間に係る厚生年

金保険料が給与から控除されていたことをうかがわせる具体的な陳述は得られなかった。 



 

その上、当該事業所に係る被保険者原票によると、請求期間及びその前後の期間において、厚生

年金保険の被保険者資格を取得している者の中に請求者の名前はなく、整理番号に欠番もないこと

から、請求者の記録が欠落したものとは考え難い。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周

辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求者が厚生年金保険

の被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを

認めることはできない。 

 


